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       （コード番号 8570 東証プライム） 

問合せ先      常務執行役員 西村 信一郎 
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簡易株式交換による連結子会社の完全子会社化に関するお知らせ 
  

当社は、本日開催の取締役会において、当社を株式交換親会社、当社の連結子会社であるエー・シー・

エス債権管理回収株式会社（以下、「エー・シー・エス債権管理回収」）を株式交換完全子会社とする株式

交換（以下、「本株式交換」）を実施することを決議しましたので、お知らせいたします。 

なお、本株式交換は、当社の連結子会社を対象とする簡易株式交換であるため、開示事項および内容の

一部を省略して開示しております。 

 

記 

１．本株式交換の目的 

当社は、お客さまへより一層「いつでも、どこでも、安全、安心、便利でお得」なサービスを提供し、     

コア領域である決済ビジネスや成長領域である海外へ適切なリソースの配分を通じて、さらなる企業成長

を実現するため、事業ポートフォリオの見直しを推進しております。その一環として本株式交換により、

当社グループの経営資源のより適切な配分、戦略投資の実行を進めてまいります。 

       

２．本株式交換の要旨 

（１）本株式交換の日程 

本株式交換契約締結の取締役会決議日 

（エー・シー・エス債権管理回収） 
2025年11月28日 

本株式交換契約締結の取締役会決議日 

（当社） 
2025年11月28日 

本株式交換契約締結日 2025年11月28日 

本株式交換の効力発生日 2025年12月23日（予定） 

※当社においては、会社法 796 条第２項に規定する簡易株式交換の手続きにより、株主総会の決議によ

る承認を受けずに本株式交換を行います。 

 

（２）本株式交換の方式 

当社を株式交換完全親会社、エー・シー・エス債権管理回収を株式交換完全子会社とする株式交換です。 

 

（３）本株式交換に係る割当ての内容 

 当社 

（株式交換完全親会社） 

エー・シー・エス債権管理回収 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 1 363.0 

本株式交換により交付する株式数 普通株式：10,890株 



（注１） 株式の割当比率 

当社は、エー・シー・エス債権管理回収株式１株に対して、当社株式 363.0株を割当交付しま

す。ただし、当社が保有するエー・シー・エス債権管理回収株式については、本株式交換によ

る株式の割当ては行いません。 

（注２） 本株式交換により交付する株式数 

当社は、本株式交換に際して、本株式交換により当社がエー・シー・エス債権管理回収株式(た

だし、当社が保有するエー・シー・エス債権管理回収株式を除く)の全部を取得する時点の直前

時のエー・シー・エス債権管理回収の株主(ただし、当社を除く)に対し、その保有するエー・

シー・エス債権管理回収株式に代わり、その保有するエー・シー・エス債権管理回収株式の数

の合計に 363.0を乗じた数の当社株式を交付します。また、当社の交付する株式は、全てその

保有する自己株式にて対応する予定であり、本株式交換における割当てに際して当社が新たに

株式を発行する予定はありません。 

（注３）１株に満たない端数の処理 

本株式交換により交付する株式に当社の１株に満たない端数の割当てを受けることとなる  

エー・シー・エス債権管理回収株主に対しては、会社法第 234条の規定に基づく処理を行いま

す。 

 

（４）本株式交換に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い 

該当事項はありません。 

 

３．本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

当社は、本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公正性・妥当性を確保するため、当社およびエー・

シー・エス債権管理回収から独立した第三者機関へエー・シー・エス債権管理回収の企業価値の算定を依

頼しました。株式交換比率については、上場会社である当社は市場株価法、エー・シー・エス債権管理回

収は類似業種比準価額法及び純資産価額法を採択し、その算定結果を基に当事者間で協議のうえ決定いた

しました。 

 

４．本株式交換の当事会社の概要 

 承継会社 

（2025年２月28日現在） 

分割会社 

（2025年２月28日現在） 

（１）名称 イオンフィナンシャルサービス 

株式会社 

エー・シー・エス債権管理回収株式

会社 

（２）所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目 

１番地 

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 

３番地 

（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長 深山 友晴 代表取締役社長 松山 正弘 

（４）事業内容 決済事業、銀行代理業、 

グループ各社の事業運営管理 

債権管理回収業 

（法務大臣第27号） 

（５）資本金 45,698百万円 600百万円 

（６）設立年月 1981年６月 1999年2月 

（７）発行済株式数 普通株式 216,010,128株 普通株式12,000株 

（８）決算期 ２月末 ２月末 

（９）大株主および 

持株比率 

イオン株式会社        48.18% 

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口）     7.74% 

 

イオンフィナンシャルサービス 

株式会社        99.75％  

個人株主         0.25％  



株式会社日本カストディ銀行 

（信託口）           2.26% 

ＳＭＢＣ日興証券株式会社        

1.33% 

株式会社フジ      1.23% 

（10）直近事業年度の経営成績および財政状態 

決算期 2025年２月期（連結） 2025年２月期（単体） 

純資産 585,766百万円 6,762百万円 

総資産 7,756,492百万円 7,734百万円 

１株当たり純資産 2,136.09円 563,536.78円 

営業収益（売上高） 533,262百万円 5,378百万円 

営業利益 61,485百万円 1,582百万円 

経常利益 62,554百万円 1,614百万円 

１株当たり当期純利益 72.47円 94,572.94円 

 

５．本株式交換後の状況 

本株式交換による当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金および決算期に変

更はありません。 

 

６．今後の見通し 

本株式交換は、当社連結子会社との株式交換であるため、連結業績に与える影響はございません。 

 

以 上 


